
57 

 

用語集 
 

 

用語 内容 

医療計画 医療法第 30条の 4第 1項の規定に基づき都道府県が定める医療提供体制の

確保を図るための計画。 

医療措置協

定 

感染症法第 36条の 3第 1項に規定する都道府県と当該都道府県知事が管轄

する区域内にある医療機関との問で締結される協定。 

患者 新型インフルエンザ等感染症の患者（新型インフルエンザ等感染症の疑似症

患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの

及び無症状病原体保有者を含む。）、指定感染症の患者又は新感染症の所見

がある者。 

患者等 患者及び感染したおそれのある者。 

感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエン

ザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及

び国民経済に重大な影響が及ぶ事態。 

感染症指定

医療機関 

本行動計画においては、感染症法第 6条第 12項に規定する感染症指定医療

機関のうち、「特定感染症指定医療機関」、「第一種感染症指定医療機関」及

び「第二種感染症指定医療機関」に限るものを指す。 

感染症対策

物資等 

感染症法第 53 条の 16 第 1 項に規定する医薬品（薬機法第 2 条第 1 項に規

定する医薬品）、医療機器（同条第 4項に規定する医療機器）、個人防護具（着

用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道

具）、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められ

る物資及び資材。 

季節性インフ

ルエンザ 

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎年国内で冬季を中

心に流行を引き起こす A 型又は A 型のような毎年の抗原変異が起こらない B

型により引き起こされる呼吸器症状を主とした感染症。 

基本的対処

方針 

特措法第 18条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方

針を定めたもの。 

業務継続計

画（ＢＣＰ） 

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しでも可能な

限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。 

緊急事態宣 

言 

特措法第 32 条第 1 項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言のこと。

新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発

生したと認めるときに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨及び緊急

事態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。 
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用語 内容 

緊急事態措

置 

特措法第 2 条第 4 号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。

国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響

が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定

地方公共機関が特措法の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必

要な場合 を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、多数の

者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請すること等が含まれる。  

健康観察 感染症法第 44条の 3第 1項又は第 2項の規定に基づき、都道府県知事又は

保健所設置市の長が、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者又は当該感染症の患者に対し、健康状態について報告を求めること。 

検査等措置

協定 

感染症法第 36 条の 6 第 1 項に規定する新型インフルエンザ等に係る検査を

提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速かつ適確に講ずるため、病

原体等の検査を行っている機関や宿泊施設等と締結する協定。 

検査等措置

協定締結機

関等 

感染症法第 36 条の 6 に規定する検査等措置協定を締結している、病原体等

の検査を行う機関（民間検査機関や医療機関等）や宿泊施設等を指す。 

国立健康危

機管理研究

機構（ＪＩＨＳ） 

JIHS(JapanInstitute for health Security）は、国立健康危機管理研究機構法に

基づき、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を

提供する新たな専門家組織として、2025 年 4 月に設立される国立健康危機管

理研究機構。国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究セン

タを統合し、感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医

療提供等を一体的・包括的に行う。 

個人防護具 マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性

物質、その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために作成・

考案された防護具。 

災害派遣医

療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

DMAT(Disaster Medical Assistance Teamの略）は、災害発生時や新興感染症

等の発生・まん延時に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者

の生命を守るため、専門的な研修訓練を受けた医療チーム。大規模災害や多

くの傷病者が発生した事故等の現場に、急性期（おおむね 48 時間以内）から

活動できる機動性を持つほか、新興感染症に係る患者が増加し、通常の都道

府県内の医療提供体制の機能維持が困難な場合に、都道府県の要請に基づ

き、感染症の専門家とともに、入院調整、集団感染が発生した高齢者施設等の

感染制御や業務継続の支援等を行う。  

指定（地方）

公共機関 

特措法第 2 条第 7 項に規定する指定公共機関及び同条第 8 号に規定する指

定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフラや医療、金融、通信等に

関連する事業者が指定されている。 
 



59 

 

用語 内容 

住民接種 特措法第 27条の 2の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国民の生命及び

健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれる

ことのないようにするため緊急の必要があると認めるときに、対象者及び期間を

定め、予防接種法第 6条第 3項の規定に基づき実施する予防接種のこと。 

新型インフル

エンザ等 

感染症法第 6条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8項

に規定する指定感染症（感染症法第 14 条の報告に係るものに限る。）及び感

染症法第 6条第 9項に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれ

のあるものに限る。）をいう。 

本行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性があ

る感染症について、その発生の情報を探知した段階より、本用語を用いる。  

新型インフル
エンザ等感
染症等に係
る発生等の
公表 

感染症法第 44条の 2第 1項、第 44条の 7第 1項又は第 44条の 10第 1項

の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第 16 条第 1 項に定める情報等を

公表すること。 

新型インフル

エンザ等緊

急事態 

特措法第 32条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的

かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は

及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態。 

新興感染症 かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際

的に、公衆衛生上問題となる感染症。 

相談センター 新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患者への濃厚接触

者であって、発熱・呼吸器症状等がある方からの相談に応じるための電話窓

口。 

双方向のコミ

ュニケーショ

ン 

地方公共団体、医療機関、事業者等を含む国民等が適切に判断行動すること

ができるよう、国による一方向の情報提供だけで なく、多様な手段を活用して情

報の受取手の反応や関心を把握共有して行うコミュニケーション。 

衛生研究所

等 

地域保健法第 26 条に規定する調査・研究、試験・検査、情報収集・分析・提

供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の機関をいう。  

定点把握 感染症法第 14 条の規定に基づき、都道府県が指定した医療機関のみが届出

を行う感染症の患者の発生を把握する方法。 

停留 検疫法第 14 条第 1 項第 2 号及び第 16 条第 2 項（これらの規定を同法第 34

条第 1項の規定に基づく政令によって準用し、又は同法第 34条の 2第 3項の

規定により実施する場合を含む。）の規定に基づき、検疫所長が、感染したお

それのある者について、一定期間（当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考

慮して政令で定める期間）、医療機関、宿泊施設や船舶内に収容すること。 
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用語 内容 

登録事業者 特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の

安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより

厚生労働大臣の登録を受けているもの。  

特定新型イン

フルエンザ等

対策 

特措法第 2 条第 2 号の 2 に規定する特定新型インフルエンザ等対策のこと。

地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新

型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法施行令第 1条に規定するもの。 

特定接種 特措法第 28条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の

安定を確保するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる

予防接種のこと。 

都道府県等 都道府県、保健所設置市（地域保健法施行令（昭和 23 年政令第 77 号）第 1

条に定める市）及び特別区。 

濃厚接触者 感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新型インフルエンザ等

にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者。 

パルスオキシ

メーター 

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器。 

フレイル 身体性脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性等の多面的な

問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状

態を意味する。 

プレパンデミ

ックワクチン 

将来パンデミックを生じるおそれが高くあらかじめワクチンを備蓄しておくことが

望まれるウイルス株を用いて開発・製造するワクチン。 

新型インフルエンザのプレパンデミックワクチンについては、新型インフルエン

ザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する可能性が高

い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン。 

まん延防止

等重点措置 

特措法第 2条第 3号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

のこと。第 31 条の 8 第 1 項の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国内で

発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす

おそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するた

め、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定

める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国が公示した期間におい

て、当該区域を管轄する都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要

があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請す

ること等が含まれる。  
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用語 内容 

有事 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の発生の情報を

探知した段階から特措法第 21条に規定する政府対策本部の廃止までをいう。 

予防計画 感染症法第 10条に規定する都道府県及び保健所設置市等が定める感染症の

予防のための施策の実施に関する計画。 

リスクコミュニ

ケーション 

個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方

の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・

行動変容・信頼構築等）のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念。 

ワンヘルス・

アプローチ 

人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者

が連携してその解決に向けて取り組むこと。 

ＰＤＣＡ Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）という一連のプロセスを

繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。 

5類感染症 感染症法第 6条第 6項に規定する感染症。新型コロナは、2023年 5月 8日に

5類感染症に位置付けられた。 

 


